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１．はじめに 

このマニュアルは、「信州須坂ふるさと応援寄附金」（ふるさと納税）にかかる返礼品提供

事業者の募集や決定に関する内容、返礼品の提供に関する申込や発送等に関する実施方法

を示したものです。 

須坂市では、2015 年度（平成 27年度）以降、返礼品提供事業者の皆さまのご協力いただ

きながら、ふるさと納税返礼品の拡充を図ってきました。 

同制度を積極的に活用し、市とともに市の魅力を外部に発信し、須坂市を応援いただく全

国のファンを増やすと同時に、地場産品の PRや地域産業の活性化、ひいては寄附者との継

続的なつながり作りや関係人口の創出を目指すものです。 

 

 

２．事業者となるための要件 

以下の(1)～(9)の要件に全て適合していることが要件となります。 

(1)次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること 

①須坂市内に本社(本店)、支社(支店)、営業所又は生産拠点(以下、「事業所」という。)を 

有する法人・団体又は市内で事業活動を行っている個人事業者 

②須坂市内で生産された農産物等を原材料に加工、製造、販売を行っている法人・団体又は

個人事業者 

③須坂市内で役務（サービス）の提供を行っている法人・団体又は個人事業者 

④その他、市長が認める者 

(2)市税等の滞納が無いこと。ただし、本市に事業所が所在していない場合は、事業所が所

在する市区町村において課された市区町村民税に滞納がない者 

(3)代表者等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等

でない者 

(4)個人情報の保護に関する法律及び代行業者が定める個人情報取り扱い規定を遵守でき

る者 

(5)寄附者に提供した返礼品の品質、性能等に瑕疵があった場合に、その瑕疵に責任を持つ

ことができる者 

(6)寄附者に提供した返礼品の品質、性能等に対して苦情があった場合に、その苦情に責任

を持って誠実に対応することができる者 

(7)市が実施する調査やプロモーション等に協力できる者 

(8)本マニュアルに記載された内容を遵守し、各業務フローに沿って対応ができる者 

 

 

３．事業者の登録方法 

登録を希望する事業者は、本マニュアルを熟読の上、以下の書類を作成し、市に提出する
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ものとします。 

①「会社概要（様式１）」（電子メールでの提出可。） 

②「信州須坂ふるさと応援寄附金 お礼の品提供にかかる覚書」（紙媒体で提出のこと。） 

※上記いずれも「ファクシミリ」での提出は不可とします。 

 

【書類の提出先】 

須坂市総務部政策推進課ふるさと納税推進係 

電話：026-213-6131（係専用） 

電子メール：furusato@city.suzaka.nagano.jp 

 

提出があった書類をもとに、市で審査を行い、審査結果を提出者に通知します。 

※製造（生産）状況等の調査のため、現地訪問をさせていただく場合があります。 

※現地訪問を受け入れていただけない場合、登録をお断りさせていただく場合がござい

ますので予めご了承ください。 

 

登録後、申請内容に変更（代表者の変更、事務所所在地の変更、返礼品の価格、返礼品の

仕様変更や改廃、代金振込口座の変更等）があったときは、速やかに市または市ふるさと納

税サポートセンターに連絡してください。 

 

 

４．返礼品の認定要件 

須坂市の魅力をＰＲでき、須坂市のファンになってもらい実際に訪れてみたいと思わせ

るような商品やサービスを広く募集します。 

返礼品の種類は、商品だけでなく、体験型返礼品や食事提供などの各種サービスも含むも

のとします。また、同一事業者の複数返礼品を組み合わせたセット商品や、他事業者と連携

したセット商品も可能です。 

提供する返礼品は、以下の要件を満たすものとします。 

(1)須坂市の魅力を発信し、地域産業の振興につながる要素をもつ商品又は役務（サービス）

の提供であること 

(2)平成 31年４月１日付総務省告示第 179号の第５条各号いずれかの要件に該当するもの 

(3)市から依頼（通知）があった後、速やかに寄附者へ商品を発送できること 

(4)加工食品の場合は、発送日時点において、賞味期限が残り３分の１以上または６か月以

上保証されていること（※但し、商品特性に応じて市にて個別に検討します。） 

(5)品質及び数量の面において、安定供給が見込めるものであること（概ね 20個以上） 

(6)プリペイドカードやポイントなど金銭類似性の高いもの、貴金属や電子機器など資産性

の高いものでないこと 
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★「信州須坂市フルーツロゴマーク」について 

須坂市産果実の販売、販売促進、消費拡大、普及、PR、須坂市のイメージアップを目

的に作成されたロゴマークのため、ふるさと納税事業の運営においても積極的に活用

することとし、原則として市及び市業務委託先の判断により、果物類を中心とした返礼

品ページに挿入します。（返礼品提案事業者の判断により、挿入を希望されない場合な

ど特段の事情がある場合は、返礼品提案時に予めお申し出ください。） 

 

★事業者独自のブランドロゴ等 

事業者の希望により画像に挿入することが可能です。その場合は、「信州須坂市フルー 

ツロゴマーク」の挿入は原則として行いません。 

 

【書類の提出先】 

須坂市ふるさと納税サポートセンター（市業務委託先） 

（株式会社 日本グルメ市場） 

電話：0737-20-9007 

電子メール：suzakacity-furusato@meiwagroup.com 

 

「商品登録シート（様式２）」に記載の商品説明文については、原則として事業者から提

出のあった内容で寄附ポータルサイトに掲載をしますが、商品表示等の各種法令への適合

性や国の制度規制などの観点、寄附者から見た「分かりやすさ」という観点等から修正をさ

せていただく場合があります。 

返礼品掲載ページに挿入する画像を事業者が自ら作成する場合は、市が定める基準を満

たしたものをご用意ください。この場合、内容に不適箇所があった際は速やかに修正いただ

けることを条件とします。（※修正に応じていただけない場合、市の判断で画像の削除や差

し替えなど行う場合がございますので予めご了承ください。） 

また、返礼品掲載にあたり市および委託先が作成した画像等は、事業者が運営する通販サ

イトをはじめ、市管轄外のサイトへの使用はできません。 

 

商品提案の受付は通年で行いますが、採用（認定）にあたっては原則として国の承認が必

要なため、申込時期によっては、認定までにお時間をいただく場合があります。 

事業者から商品登録シートの提出があった日から 14営業日（提出があった日を含まない。）

以内のポータルサイト掲載を原則とします。個別の事情による早期掲載は認めませんので、

余裕をもった掲載依頼をお願いします。掲載内容にかかる疑義確認や事業者様との調整が

長引き、これにより難い場合は別途ご相談をさせていただきます。 

果物類の登録依頼が最盛期となる６月～８月、年末の寄附需要に合わせた登録依頼の最
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(4)寄附者の声（レビュー）を活用した自己改善について 

 須坂市では、地場産品の効果的なＰＲやブランディング、寄附者様の声を活用した品質改

善を目的に、返礼品の同梱物等を活用するなどして、寄附ポータルサイトを経由した寄附者

の声（レビュー）の投稿を促進しています。 

 個々事業者での改善やクレームを減らす取組みが市全体の品質向上につながるため、寄

附ポータルサイトのレビューに目を通していただき、低評価レビューや寄附者の声の内容

に沿って商品選定や梱包面での改善をお願いします。 

 また、寄附者の声（レビュー）を増やすことは、品質等の改善のみならず、事業者の商品

イメージアップや次年度以降の受注数にも大いに影響しますので、独自のレビュー投稿促

進チラシの同梱などにもご協力をいただけると幸いです。 

 

(5)低レビューやクレームが多発した場合の改善対応について 

低レビュー（概ねレビュー評価が５段階評価中で３．５以下。レビュー総件数が極端に少

ない（概ね３件未満）などの理由で、適正な平均値を判断し難いものを除く。）の商品やク

レームが多発した商品については市側の判断での受付停止や次年度以降の出品をご遠慮い

ただく場合がございます。 

また、当該商品の掲載継続や次年度以降の商品提案にあたっては、市からの求めにより、

改善のための面談を実施させていただく場合や改善報告書（所定様式あり）をご提出いただ

く場合がございます。正当な理由がないにも関わらず、面談の受入れ拒否や改善報告書のご

提出をいただけない場合、当該商品の再掲載はもとより、他の返礼品の掲載もお断りさせて

いただく場合がございますので、予めご了承ください。 

 

 

８．請求及び精算について 

①市から精算確認の準備が完了した旨の通知を行う（月初） 

②事業者が出荷明細一覧等で出荷実績を確認し、市に請求額確認の報告を行う 

※請求書は市側で管理システムを経由して出力するため、紙媒体での提出不要です。 

※請求対象は、到着の有無によらず、前月の１か月間の「発送」実績分となります。 

※請求対象の確認は専用のシステム（レジホーム）で行います。詳細は事業者登録の際に

お渡しの「月次請求方法についてのお知らせ」をご参照ください。 

※通知はロゴチャット「事業者生産者一括連絡用」のトークルームにもあります。 

 

③ 市から、商品代の支払いを行う（市から直接支払い） 

 ※支払いについては、請求対象月の翌月払いとなります。 

 ※請求額確認報告のタイミングごと最短で間に合う市の定例支払日（８日、18日、28日）

での支払いとなります。なお、同日が休日等の場合は前日の営業日となります。 
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 ※支払いのスケジュールについては、毎月市からご案内します。 

 

 

９．ふるさと納税で付与されたクーポン等による役務や物品等の決済について 

 宿泊施設や飲食店等において、宿泊料や料理提供などの役務を提供する場合のほか、これ

ら事業者が自らの施設等で商品を販売する場合において、ふるさと納税で付与されたクー

ポン（チョイス Payやふるさと応援納税®による電子クーポンを含む。）を使って決済をしよ

うとする場合、地場産品基準を満たす役務や商品に限って当該クーポンを使用して決済可

能な対象としてください。（地場産品基準を満たしていない商品と会計を明確に分けてくだ

さい。） 

 

※施設内にて、区域内で生産された農産物や菓子類を「ふるさと納税で付与されたクーポン

を使って支払いが可能な対象商品」として販売する場合、寄附者から見てどの商品が対象に

なるのか（対象にならないのか）を明確にしてください。 

なるべく、個々の商品ごとではなく、売り場（コーナー）を分けるなどして、寄附者が混同

しないよう配慮をお願いします。（必要に応じ、実地調査をさせていただく場合がございま

す。） 

10．その他 

 「信州須坂ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）」事業では、市と返礼品提供事業者との

連絡手段として「自治体向けチャットツール」（ロゴチャット）を利用しています。 

 返礼品クレーム対応の迅速化や事業者様とのコミュニケーション促進を目的に導入して

いるものですので、事業者登録と併せ、同ツールの利用登録にご協力をいただきますととも

に、積極的な活用をお願いします。 

 ※なるべくスマホアプリの利用をお願いします。 

 ※お知らせの通知は常にＯＮで設定してください。（クレーム等の早期対応、市からの大

切なお知らせを受信いただくためにご協力ください。） 

 ※スマホアプリのダウンロード方法や通知の設定方法等はロゴチャットの「事業者生産

者一括連絡用」のトークルームにあります。 

 ※ログインＩＤ・パスワードが不明な場合は個別にお問い合わせください。 

 

11．おわりに 

ふるさと納税制度は、市の特産品や魅力のＰＲ、市の認知度向上といったシティプロモー

ションを推進するにあたり、重要な事業であると同時に、地域の活性化や産業振興にも大き

く貢献できる可能性をもった制度です。 

事業の運営にあたっては、地域の事業者の皆様との「共創」が不可欠であり、ともに地域

の魅力を市県外に発信していこうという意欲をもって取り組んでいくことが大変重要とな
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ります。本制度の趣旨を十分ご理解いただき、須坂市のＰＲ、発展にお力添えをいただきた

いと存じます。 

ご不明点やご提案等ございましたら、お気軽にご連絡いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

【問い合わせ先】 

●商品代の請求に関すること、ふるさと納税の制度全般に関すること 

 

 

 

 

 

 

●ふるさと納税返礼品の登録等に関すること 

 

 

 

 

 

 

〒382-8511 長野県須坂市大字須坂 1528-1 

 須坂市総務部政策推進課ふるさと納税推進係 

 電話：026-213-6131（係専用） 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ：026-246-0750 

 電子ﾒｰﾙ：furusato@city.suzaka.nagano.jp 

〒649-0303 和歌山県有田市新堂 47-1 MEIWAビル 3F 

株式会社日本グルメ市場 

電話：0737-20-9007（代） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：0737-20-9010 

電子ﾒｰﾙ：suzakacity-furusato@meiwagroup.com 


